
避難所運営キット

東みよし町

～避難所運営委員会の役割～



運営キット(委員会)

避難所運営体制確立

委員会の役割（No.1）

委員会の役割（No.2）

様式

・運営ビブス



避難所運営体制確立

・会長、副会長

・活動班班長

・居住組リーダー

・避難所担当職員

・施設管理者
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委員会の役割（№１）

・各居住組から、各班の構成員を選出させ、活動班を編成

し、班長を決め、班長を中心に各班員に活動してもらいま

す。

・円滑に運営するため、会議を開催し、避難所内での方針や

ルールの決定、変更を行います。

・運営会議の開催及び災害対策本部等との連絡や調整

・復興に伴う避難者の減少により、避難所運営人員の確保



・ライフラインの回復、感染症等が収束した場合の避難所撤

収時期の協議

・避難所が民間施設の場合、避難者の減少に伴い早期に公

的な施設の避難所に統合

・避難所の閉鎖時期や撤収準備について避難者と合意を形

成する

委員会の役割（№２）


